
委員からの意見要旨及び意見書全文

№ 意見要旨 意見提出者

1

令和3年度については、コロナ禍における企業の事業継続の困難度も配慮し据え置きとなったが、令和4

年度は1,100円を目指しておきながら、結果1,080円となった根拠についてもう少し具体的に示してほし

い。

石川副会長

2

区が管轄する郊外施設における下限額については、それらの地域の最低賃金を適用するとのことだが、

所在地が東京でないという理由をもって各県の最低賃金に準ずるという設定は、下限額としての決め方

としては、少し雑に感じる。もう少し検討の余地があるのではないか。

石川副会長

3

質の良い行政サービスを提供するという点を意識し、報酬下限額を最低でも1,100円にすべき。

行政職給料表（二）1級19号給をベースに算出される額1,100円が勘案基準となる。

条例第8条に「その他の事情を勘案して」とあるため、1,100円を下回ることが許される「その他の事

情」について、明確な説明がないため、これは何かお聞きしたい。

石川副会長

角谷委員

八木委員

4
指定管理事業者は、区の下限額では良い人材が集まらないと判断した場合には、差額を支払って（自腹

を切って）求人していると考える。そのような行為は本来区が目指すものではないと考える。
石川副会長

5

労働報酬下限額の審議においては、「①公共労働者の賃金基準」と「②地域の賃金相場」のうち、条例

の目的に照らして、その２つの指標の高い方を勘案すべき。最低賃金は、全労働者の賃金の最低ライン

を取り決めた基準であり、条例の目的から、労働報酬下限額が最低賃金に近い数字であってはならない

という主旨で参考にすべき。

角谷委員

6

新宿区の「規定」及び参考とすべき指標（地域の賃金相場）を鑑みれば、業務委託・指定管理の労働報

酬下限額は1,130円が妥当。最低でも1,100円は下回るべきではない。

1,080円とする考え方は、条例の目的である「労働者等の適正な労働条件を確保」や「地域経済の活性

化に寄与」することにつながらず、新宿地域の賃金相場において民間の足を引っ張っている。条例が目

指している本来の姿ではなく、区民サービスの提供に必要な人材が持っていかれてしまう懸念がある。

新宿区内の実勢額・民間賃金相場並びに条例制定他自治体（世田谷区、渋谷区、千代田区など）の設定

状況等を勘案し、それらとの均衡を図ることが重要である。

角谷委員

7 同一労働同一賃金の観点から、行政職給料表（二）1級19号給に賞与分も含めるべき 角谷委員

8

公務員給与水準を民間準拠にしている現在の公務員賃金の決定の仕方に従うのなら、公共サービスに関

わる労働者の賃金も民間準拠にすべき。区内の求人募集における時給下限額の平均は1,155円であり、

事務局が提示した1,080円と著しい差がある。これは民間賃金水準との均衡を欠いた水準と言わざるを

得ない。

八木委員

9

行政職給料表（二）1級19号給をベースに算出される額1,100円を今年度改定する以前の本来のあるべき

労働報酬下限額として確認し、その上で、最低賃金が28円引き上げる答申がなされたこと等を踏まえ、

最低賃金引き上げ相当額として30円を上乗せして1,130円とすべき。これにより審議の支障となってい

る納得性、地域性、民間準拠、地域経済の活性化の課題を解決すること、さらには、公契約条例の目的

に資することが可能と考える。

八木委員

委員からの意見要旨①（労働報酬下限額）※順不同、№は便宜上つけています。



№ 意見要旨 意見提出者

10

発注額が、事業者の一定の利潤を確保でき、かつ事業者が労働者に対して適正な労働報酬を支払える金

額となるよう、予定価格についてはそれらの利潤及び労働報酬下限額を考慮し積算することにより、受

注企業の経営上の負担軽減に繋げていくこと。

八木委員

11
賃金の持つ職種ごとの多様性、地域性等に注目し、今後は一律の下限額の設定を改め、業種別に民間賃

金相場を調査するとともに、近隣自治体との均衡を踏まえ、それに準拠した下限額を設定すること。
八木委員

12 公共労働者の賃金基準について、新宿区における算出の計算式を示してほしい。 角谷委員

13

賃金は地域の水準に合わせなくてはならないと区は主張しており、区が管轄する郊外施設における下限

額は、区内の額と差をつけているという説明が行われてきた。しかし、区の設定する下限額は、都心部

の近接する自治体の定める額と著しい乖離があり、賃金の地域性が看過されている。この点につき区の

姿勢は整合性がなく、かつ合理的な説明がない。

八木委員

14

自治体が労働報酬下限額も低く設定したままにすると、受注企業がその設定金額で労働力を調達できな

い場合は、企業がその他の経費部分から賃金不足分を負担して労働力の調達費用に回さなくてはならな

い。このような「市場の労働力調達価格」との著しい乖離は、契約金額で受注する企業の経営を圧迫す

る要因となる。これは条例第1条（目的）で示された「地域経済の活性化に寄与すること」にも反す

る。

八木委員



№ 意見要旨 意見提出者

1
労働者向けのアンケートは、１事業者の人数を５人と限定せず、全労働者に配布し、希望者は誰でも

回答・提出が可能とした方がよい。
角谷委員

2 労働報酬下限額以上の金額を受け取っているかどうかを問う質問項目が必要 角谷委員

3

資料４－２の問４にて、「令和3年度労働報酬下限額について」（アンケート問２）とありますが、該

当する問２がわかりずらい。労働者向けアンケートなのか、事業者向けアンケートなのか示して欲し

い。

石川副会長

4

「令和3年度労働報酬下限額について」（アンケート問２）記載の３業務委託契約・指定管理協定で示

された下限額の1,050円に至った経緯及び他の「都内公契約条例制定自治体の令和3年度労働報酬下限

額の設定状況」についても、比較検討できるようにした方がよい。

石川副会長

5
「労働報酬下限額の基準算出について（アンケート問４）の「２」で示されている計算式で出てくる

時間給は、令和３年度の金額か？具体的な数字を示し何年度分なのか説明してほしい。
石川副会長

委員からの意見要旨②（公契約条例アンケート）※順不同、№は便宜上つけています。



№ 意見要旨 意見提出者

1
議案の発議手順について別途要綱又は規則で定めるべき。「労働報酬」以外の具体的な懸念事項が発

生した場合の対応手順についても検討すべき。
八木委員

2

委託・指定管理において職種別の労働報酬下限額を設定する必要がある。条例の目的、他の条例施行

自治体の例を踏まえると、公契約条例の対象・業種の中から区が政策的に人材確保したい職種・業

種、有資格者、新型コロナウイルス感染拡大後におけるエッセンシャルワーカー等について設定するの

がよい。

その際、警備等では、国交署の「建築保全業務労務単価」を基準として用いることが妥当

角谷委員

3

新宿区発注の工事においても、社会保険未加入や偽装請負の実態が無いかどうか、注視してチェックす

る必要がある。行政と建設労組が一緒に現場に出向いて、アンケート調査の協力要請（世田谷区）

や、審議会としてヒアリング（日野市）を行うことも有効かと思われる。

角谷委員

4

公共工事設計労務単価は労働者本人が受け取る賃金であり、雇用に伴う必要経費（法定福利費・安全

管理費等）は含まれていない。また、必要経費は労務単価の41％必要であると明示している。よって、

受注者と各下請者が、一定の利潤を確保でき、事業者が労働者に対して適正な労働報酬の支払い及び雇

用に伴う必要経費負担が十分に行えるだけの発注金額が確保されるよう対策をお願いする。

角谷委員

5
１回の審議にかける時間数を増やす又は日程を増やす等の検討も必要ではないか。区にとって大変重

要な審議事項を２時間×２回で決定するには時間が短いと考える。
石川副会長

6

審議会については、実質的な審議が行われるよう年３回以上開催するとともに、十分な期間を設けて

各委員にレクチャーを行うなど、丁寧に進められるよう要望する。また、下限額について柔軟かつ実

質的な検討ができるよう、第１回目は８月頃又は遅くとも区役所内の予算二次査定前に開催するこ

と。

角谷委員

7

議事録は公開されるものであり、委員は各分野の業界団体や組織を代表して審議会に参加していること

からも正確を期す必要がある。基本的には録音データを基に発言の主旨が正しく反映されている議事録

作成をお願いする。

角谷委員

8
審議に必要となる各種資料やデータ（条例対象件数、契約先、落札率、労働環境確認報告書の集計結

果、最低賃金等）をご提示いただきたい。
角谷委員

9
先行自治体の経験や外部専門家等を講師とした審議会内学習会や、受注事業者へ条例の理解を深める

ための説明会の開催をご検討願う。
角谷委員

委員からの意見要旨③（その他）※順不同、№は便宜上つけています。



令和 3 年度第 1 回新宿区労働報酬等審議会 議事に対する意見書 

 

 

２０２１年１２月１日 

東京都社会保険労務士会 新宿支部 

 支部長 石川 光子 

 

1、令和 4 年度 労働報酬下限額の設定について 

 ⑴ 工事請負契約について 

  異論はございません。 

 

 ⑵ 業務委託契約・指定管理協定について 

  ① 令和 4 年度の新宿区労働報酬下限額 1,080 円案について 

   P5～６にかけて記載されている説明分を読むと、勤務一時間あたりの給与額を 1,100 円が新宿区労働報酬 

下限額の目標水準としているものの、諸事情を勘案した結果 1,080 円となった経緯が書かれているが、参考６

（P７）記載の「都内公契約条例制定自治体の令和 3 年度労働報酬下限額の設定状況」を確認すると、千代田

区・世田谷区・渋谷区・杉並区・足立区よりも 令和 4 年度の新宿下限額 が低く設定されている点について、納

得できない。 

令和 3 年度については、新型コロナ禍における企業の事業継続の困難度も配慮し据え置きとなったが、令

和 4 年度は 1,100 円を目指しておきながら、結果 1,080 円となった根拠について、もう少し具体的に示して頂き

たい。 

 

  ② 郊外施設の協定における令和 4 年度の新宿区労働報酬下限額について 

    P７～８にかけて記載されている説明では、東京以外の地域については、それらの地域の最低賃金額を適用

するという説明であるが、所在地が東京でないという理由をもって各県の最低賃金に準ずるという設定は、新

宿区労働報酬下限額としての決め方としては、少し雑な取扱いに感じる。もう少し検討の余地があるのではな

いかと考えられる。 

 

２、アンケート内容について 

 ⑴ 資料４－２の問４にて、「令和 3 年度労働報酬下限額について」（アンケート問２）とありますが、該当する問２

がわかりずらい。労働者向けアンケートなのか、事業者向けアンケートなのか示して欲しい。 

 

 ⑵ 「令和 3 年度労働報酬下限額について」（アンケート問２）記載の３業務委託契約・指定管理協定で示された

下限額の１，０５０円に至った経緯及び他の「都内公契約条例制定自治体の令和 3 年度労働報酬下限額の設

定状況」についても、比較検討できるようにした方がよいと考える。 

 

 ⑶ 「労働報酬下限額の基準算出について（アンケート問４）の「２」で示されている計算式で出てくる時間給は、令

和３年度の金額か？具体的な数字を示し何度分なのか説明してほしい 

 

【まとめ】 

最後に私見ですが、最低賃金ギリギリの求人に集まってくる人は、その仕事にどうしても携わりたいという例を除い 



て、概ね自信がない方が応募されてくるようです。誰でもができる簡易な業務や、よりよい接客サービス等を求めな 

いであれば割り切っての採用も良いと言えますが、新宿区が行う業務を受注者が代わりに行うことを考慮す 

ると、質の良いサービスを提供できる人材を集める必要があるのではないかと考えます。１，０８０円は、東京都の 

最低賃金よりも３０円上回っていますが、それでもネットで「新宿区の時給」を検索すると以下のサイトが見つかり、 

時給相場としては令和４年度の報酬下限額は、かなり低いものと見受けられます。 

 質の良い行政サービスを提供するという点に意識し、報酬下限額を最低でも１，１００円にすべきではないかと考 

えます。 

 また、指定管理事業者は、質の良い行政サービスを自ら求め（利用区民から苦情が来れば指定管理事業者から

外されてしまう可能性があります）、新宿区の報酬下限額では良い人材が集まらないと判断した場合には指定 

管理事業者がその差額を支払って（自腹を切って）求人していると考えられます。そのような行為は、本来新宿区が 

目指すものではないと考えられます。下限額を定めるにあたり、より広い視野に立って検討する必要があるのでは 

ないでしょうか。 

 審議に要する時間が足りないのであれば、１回の審議にかける時間数を増やす、又は審議の日程を増やす等の 

検討も必要ではないでしょうか？新宿区にとって大変重要な審議事項を２時間×２回で決定するには、時間が短 

いと考えています。 

 

 

【参考】 

① 新宿駅周辺の給与・給料・時給相場（イーアイデム） 

https://www.e-aidem.com/clp/pay/132334_station_pay.htm 

 

② 新宿区の仕事の年収・時給・給料（求人統計データ） 

https://xn--

pckua2a7gp15o89zb.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%81%AE%

E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6 

 

 

以上 

https://www.e-aidem.com/clp/pay/132334_station_pay.htm
https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6
https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6
https://%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%83%BB%E6%99%82%E7%B5%A6
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